
 

 

上尾市学校給食実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和６年３月２５日  

上尾市教育委員会  

教  育  長   西  倉   剛      

上尾市教育委員会規則第４号  

上尾市学校給食実施規則の一部を改正する規則  

上尾市学校給食実施規則（令和５年上尾市教育委員会規則第４号）の一部

を次のように改正する。  

 附則第５項中「令和５年８月から令和６年３月」を「令和６年４月から令

和７年３月」に、「４，８００円」を「４，９００円」に、「５，７００円」

を「６，０００円」に改める。  

 附則第６項中「令和５年８月から令和６年３月」を「令和６年４月から令

和７年３月」に、「５，７１０円」を「５，７００円」に、「７，１１０円」

を「７，３００円」に、「３５０円」を「３６０円」に改める。  

 第１号様式を次のように改める。  

  



第１号様式（第７条関係）  

上尾市学校給食停止（再開）届  

                          年   月   日  

 （宛先）  

      上尾市教育委員会  

 

                学校給食費負担者（保護者・教職員等）  

                住所                  

 

                氏名
フリガナ

                 

                電話番号  自宅    －    －     

                     携帯等   －    －     

 

 次のとおり学校給食の（停止・再開）を希望するので、届け出ます。  

児童生徒・教職員等  

学校名等  

小学校  

中学校  

中学校給食共同調理場  

学年等  

（いずれ

かに☑）  

□  新小学１年生  

□      年生  

□  教職員等  

フリガナ   生年月日  

氏   名  
 

   年   月   日  

停止又は再

開をする日  

    年     月     日    から   □  停止  

    年     月     日    まで   □  再開  

理由  

（ い ず れ か

に☑）  

□  食物アレルギー      □  市外への転出  

□  傷病           □  傷病からの回復  

□  その他（以下の括弧内にその理由を記入してください。）  

 

備考欄  
 

 



 

附  則  

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。  
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